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鹿児島交通株式会社（鹿児島県：南九州ブロック）



目 次

上限運賃変更を申請した乗合バス事業者の申請内容 ・・・ ３
鹿児島交通（鹿児島県・南九州ブロック）

事案一覧株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
パブリックコメントのプレスリリース・・・・・・・・ ６

2



上限運賃変更を申請した乗合バス事業者の申請内容

事 業 者 名 鹿児島交通㈱

前 々 回 改 定 実 施 年 月 日 平成元年６月３日

前 々 回 平 均 値 上 率 ６．４％

前 回 改 定 実 施 年 月 日 平成７年７月２７日

前 回 平 均 値 上 率 ７．１％

現 行 上 限 運 賃 と 改 定 運 賃 の 比 較 現行上限運賃 申請上限運賃

特 殊 区 間 制 運 賃 １ 区 １９０円 １９０円

２ 区 ２２０円 ２２０円

キ ロ あ た り 賃 率
２６円９０銭
２８円４０銭

３４円９０銭

初 乗 り 運 賃 １４０円 １６０円

平 均 改 定 率 ２０．７％

申 請 年 月 日 令和４年３月３０日

実 施 予 定 日 令和４年１０月１日 3
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申請 年月日 申請者 申請内容 査定

現
行

鹿児島交通㈱ 〔特殊区間制〕

1区190円、2区220円

代表取締役社長
いわさき よしたろう 〔対キロ区間制〕

岩崎 芳太郎

基準賃率 ２６円９０銭

２８円４０銭

資本金

20百万円 2.0 ㎞ まで ： 基準賃率の 2.00 倍

申請 2.0 ㎞ をこえ 10.0 ㎞ まで ： 基準賃率の 1.00 倍

令和4年3月30日 株主 10.0 ㎞ をこえ 20.0 ㎞ まで ： 基準賃率の 0.90 倍
20.0 ㎞ をこえ 30.0 ㎞ まで ： 基準賃率の 0.80 倍

いわさきコーポレーション
㈱

30.0 ㎞ をこえる部分 ： 基準賃率の 0.70 倍

初乗運賃 １４０円
諮問

申請どおり
令和4年6月22日

申
請

〔特殊区間制〕

1区190円、2区220円（現行どおり）

〔対キロ区間制〕

基準賃率 ３４円９０銭

免許キロ 2.0 ㎞ まで ： 基準賃率の 2.00 倍

3,774.5キロ 2.0 ㎞ をこえ 10.0 ㎞ まで ： 基準賃率の 1.00 倍

10.0 ㎞ をこえ 20.0 ㎞ まで ： 基準賃率の 0.90 倍

20.0 ㎞ をこえ 30.0 ㎞ まで ： 基準賃率の 0.80 倍

内、一般乗合免許キロ 30.0 ㎞ をこえる部分 ： 基準賃率の 0.70 倍

3,190.9キロ
初乗運賃 １６０円



Ⅱ．査定内容 （ 鹿児島交通 ）
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１． 申請理由

数十年継続しているバス利用者の減少に伴い、バス事業を継続するために上限運賃の改定申請を行わざるを得ない状況となっているこ
とから、本申請に及んだもの。

２．申請者の概要

（１）事業別収入ウェイト及び収支率 （２）配当額 無配

事 業 別 規 模 収入ウェイト 収支率

一 般 乗 合 534 両 41.7 ％ 60.3 ％ （３）累積欠損

高 速 バ ス 等 97 両 22.0 ％ 129.2 ％ （全事業） 637 百万円

そ の 他 ％ ％

（
内
訳
）

特 定 75 6.5 ％ 105.2 ％ （４）乗合バス運賃制度別収入ウェイト

貸 切 18 1.3 63.5 ％ 特殊区間制 23.1 ％

海 運 26.2 110.9 ％ 対キロ区間制 76.9 ％

そ の 他 14 2.3 71.6 ％

全事業 100.0 ％ 82.3 ％

３．前 回 改 定 平 成 7 年 7 月 2 7 日

平 均 値 上 率 7.1 ％
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